
支援対象 扶養する子どもの数が
３人以上の世帯

所得制限
所得制限なし(資産要件あり)
※これまでに家計基準に該当せず不採用と
なったことがある方も対象となる場合があり
ます。

扶養する子どもの数…
※令和７年度春期の募集に関しては の数となります。

 ３人同時に扶養されている間は、
第１子から支援対象となります。

 第１子が就職を機に経済的に自立す
るなど扶養から外れた場合は支援対
象外となります。

開始時期
令和７年度～
（新入学生・在学生）
※ 令和６年度以前の授業料には適用されません

学業要件 学修意欲があれば◎
※ 詳細はこちらから→

学生向け
説明会

制度や申込方法についての
説明、申込みに必要な書類
を配布します。
申込みを希望する方は参加
してください。

減免額
(名桜大学の場合)

授業料全額 267,900円/学期
入学金全額 250,000円（地域外）

125,000円（地域内）

※ 現金支給ではなく、各学校の授業料等の免除が
受けられます。
※ 本制度の対象者となった場合、納入済みの令和
７年度前期授業料は返金します。

学生向け
説明会
・
日 程
場 所

[都合により変更する場合があります]

令和７年４月１５日（火）
令和７年４月１７日（木）
令和７年４月１８日（金）
令和７年４月２１日（月）

時間：16:30～(上記全日程)
場所：本館３Ｆ 講義室２

申込期間
令和７年４月１７日（木）

～５月１４日（水）
※ 在籍している学校により異なります。

申込先 学生課を通じて日本学生支援
機構へ申込みます

よくある
質問は

こちらから → 問合せ 名桜大学学生課（本館４Ｆ）
０９８０－５１－１０５７

※令和６年度以前から在学している方も対象となります。

※ 第Ⅰ区分以外の給付奨学生（第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（多子）、支援停止中）で多子世帯に該当する方の手続きについては、別途お知らせします。

※ 多子世帯の給付奨学生（第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ（多子）、支援停止中）の手続きは、別途お知らせします。下記説明会への参加および新規申込は不要です。

授 業 料 等 の 無 償 化
～ 子ども３人以上の世帯への支援が拡充されます ～

令 和 ７ 年 度 開 始

第１子 第２子 第３子
（社会人） （大学生） （高校生）

第１子 第２子 第３子
（大学生） （高校生） （小学生）


